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令和４年 第９回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和４年８月１７日（水） 午後２時００分 

場  所  役場３階中会議室 

出 席 者  本庄教育長、武岡教育長職務代理者、寺田委員、小林委員、佐々木委員 

出席職員  大畑教育部長、高田学校教育課長、川村学校教育課参事、石川社会教育課長、

首藤子ども未来課主幹、玉木学校教育課主幹 

傍 聴 者  なし 

【開会の宣言】 

教育長 

 

ただ今、委員全員出席しておりますので、これより令和４年第９回当別

町教育委員会定例会を開催致します。 

【議事日程】 

教育長 

 

日程につきましては、各委員に配付しています日程表により議事に入り

ます。 

【日程第１】 

教育長 

 

日程第１、報告第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども未来課主幹 

 

 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました報告第１号、臨時代理の報告（当別町教育・保

育施設補助金交付規則の一部を改正する規則制定について）、提案の説明

を申し上げます。 

 議案につきましては、１頁から４頁を、別冊では１頁から２頁をご高覧

ください。 

 本件につきましては、当別町教育・保育施設補助金交付規則の一部を改

正する規則制定について令和４年８月３日付で制定されましたので、委員

会に報告するものです。 

 内容につきましては、新型コロナ感染症対策に取り組む、町内の認定こ

ども園に対し、保育対策総合支援事業として、１施設当たり５０万円を上

限に補助金を交付する等、規則の一部を改正したものです。 

 よろしくご審議を頂きますよう、お願いいたします。 

詳細につきましてはこども未来課主幹より説明いたします。 

 

当別町教育・保育施設補助金交付規則の一部を改正する規則制定につき

まして、ご説明申し上げます。  

議案書の１頁から４頁をご高覧願います。 
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本改正につきましては、令和４年７月１４日付けで国の交付要綱が通知

されたことに伴い、「当別町教育・保育施設補助金交付規則」の一部を改

正する規則を臨時に代理し、８月３日付けで制定されましたので、委員会

に報告するものです。 

本改正は、別表の「保育対策総合支援事業」の欄を改める内容となって

おり、１点目の改正内容につきましては、当初予算において措置されてお

ります新型コロナウイルス感染症対策に取り組む、町内の認定こども園に

対し、感染対策消耗品等の購入費用等として、１施設当たり５０万円を上

限に、補助をするものです。 

２点目の改正内容につきましても、当初予算において措置されておりま

す事業ですが、保育所等における業務のＩＣＴ化を行うためのシステム導

入経費としまして、Wi-Fi を整備するお金やｉＰａｄなど、認定こども園

２園分で９２万１千円を認定こども園へ補助をするため、規則の一部を改

正するものであります。 

以上の内容につきまして、臨時代理の報告とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

教育長 

 

小林委員 

 

 

子ども未来課主幹 

 

 

 

小林委員 

 

子ども未来課主幹 

 

 

 

小林委員 

 

子ども未来課主幹 

 

教育長 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 令和４年度の改正だけでしょうか。また５年度になればコロナウイルス

はなくなるかもしれないということで捉えてよろしいでしょうか。 

 

 ５年度についてはまだ未定ですが、４年度の経費としまして、１園あた

り感染症対策として５０万円、ＩＣＴ化につきましては、今年度のみの予

算となり、整理をしていきたいと考えています。 

 

 ｉＰａｄはどのような方に当たるのでしょうか。 

 

 ｉＰａｄは、夢の国は４台導入、おとぎの国は３台となります。使用方

法は、幼稚園のバスにＧＰＳを付け、幼稚園を利用する保護者が位置情報

を確認することを目的に導入し、個人のｉＰａｄではございません。 

 

 保護者はアプリを入れるのでしょうか。 

 

 そのとおりです。 

 

他にご質問等はございますか。 

なければ、質疑を打ち切り、報告第１号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 
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 （「異議なし」の声） 

  

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第２】 

教育長 

 

日程第２、議案第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました議案第１号 令和５年度に使用する小学校用、

中学校用及び義務教育学校用教科用図書並びに令和５年度使用教科用図

書のうち 学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択 につきま

して、提案の説明を申し上げます。 

議案につきましては、５頁から８頁までを、ご高覧ください。 

第１地区教科用図書採択教育委員会協議会におきまして、議案書の別記

７頁から８頁までのとおり決定されましたので、委員会の議決を得ようと

するものであります。 

よろしく、ご審議をいただきますようお願いいたします。 

なお、詳細につきましては、学校教育課長から説明いたします。 

 

ご説明申し上げます。 

議案につきましては、５頁から８頁までを、議案第１号関係の別冊につ 

きましては、１頁から３頁 まで をご高覧ください。 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１３条第５項  

及び 第１４条の規定に基づき、小学校、中学校及び義務教育学校用で使

用する教科用の図書につきましては、８月３日（水）に開催されました第

１地区 教科用図書 採択教育委員会 協議会におきまして、議案の７頁・

８頁の協議結果一覧のとおり決定されております。 

はじめに、議案書の７頁をご覧ください。 

令和５年度に使用する小学校用教科用図書につきましては、採択から４ 

年度目となりますので、来年度も引き続き、令和２年度から使用してい

る教科書になります。 

次に、議案書の８頁をご覧ください。 

令和５年度に使用する中学校用 教科用図書につきましては、採択から 

３年度目となりますので、来年度も引き続き、令和３年度から使用してい

る教科書になります。 

なお、義務教育学校「とうべつ学園」で使用する教科書については、小 
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学校のものを前期課程１～６年生、中学校のものを後期課程７～９年生で

使用します。 

また、小学校用・中学校用特別支援学級用教科用図書（一般図書）が、 

新たに ６冊追加使用が承認されたところであります。選定理由等につき

ましては、別冊になりますが、小・中学校特別支援学級教科用図書（一般

図書）については１頁に記載しておりますので、ご高覧願います。 

以上です。 

教育長 

 

小林委員 

 

 

教育長 

ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

教科書の内容ではないのですが、教科書が重いなど取り上げられていま

すが、そのような話は出ているでしょうか。 

 

現段階では出ていません。 

 

他にございませんか。  

なければ、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案の

とおり決定致しました 

【日程第３】 

教育長 

 

日程第３、議案第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（提案の説明） 

 只今、議題となりました議案第２号 令和４年度 全国学力・学習状況

調査「北海道版結果報告書」への当別町の結果掲載につきまして、提案の

説明を申し上げます。 

議案につきましては、９頁、別冊 議案第２号関係をご高覧下さい。 

令和４年度 全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に当別町

の結果資料の掲載に同意するため、委員会の議決を得ようとするものであ

ります。 

よろしく、ご審議をいただきますよう お願いいたします。 

なお、詳細につきましては、学校教育課参事から説明いたします。 

 

ご説明申し上げます。 
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別冊の（議案第２号関係）３頁をご高覧ください。 

令和４年度 全国学力・学習状況調査の結果公表に関する北海道教育委

員会の考え方について記載されております。３段落目から記載の通り、平

成２６年度の実施要領より、同意の得られた道内市町村の結果が公表され

るようになりました。 

これまで当別町におきましても、公表に同意し、調査結果及び分析結

果・改善方法を北海道版結果報告書に掲載しております。 

４頁をご高覧ください。 

今年度４月、コロナウイルス感染拡大における学年閉鎖にかかわって、

とうべつ学園後期課程の受験が延期となりました。全国学力学習状況調査

の結果公表に関する道教委の考え方である「学力の序列化を目的としな

い」という趣旨から、１校に特定される中学校の結果公表については公表

すべきではないと考えます。 

なお、質問紙の調査結果、要因分析、学力向上策については、「学力の

序列化にはつながらない」こと、「結果を教育施策の改善につなげる」と

いう調査の趣旨を踏まえ、例年通り公表をすることといたします。 

以上を整理しますと、５頁の「令和４年度報告書掲載例」にあります通

り、左側のとうべつ学園前期課程と西当別小学校の結果は、２校とも受験

されておりますので、例年通り公表することといたします。中学校の結果

については、資料右上（四角囲み）のレーダーチャートの中にあります、

〇〇市町村内中学校の部分の平均正答率の公表を行わず、質問紙の状況お

よび要因分析と学力向上策のみの公表といたします。 

なお、掲載する当別町の具体的な内容につきましては、改めてお知らせ

いたします。 

４頁は、参考として「令和３年度報告書記載内容」をつけております。 

以上となります。 

 

教育長  ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第２号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第２号は原案の

とおり決定致しました。 

【閉会の宣言】 

教育長 

 

以上で、本日の日程は、全て終了致しました。 

令和４年第９回当別町教育委員会定例会を閉会致します。 
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教育長 引き続き、事務局から報告・連絡等をお願いします。 

◆教育部長より説明 

 〇新型コロナウイルス感染者（園児～中学生）について  

◆学校教育課課長より説明 

〇町立学校の教育職員に係る時間外在校等時間の公表について  

〇中体連全道大会の結果について                        

〇現在実施中の工事及び修繕等について            

〇第５３回全国書道コンクール成績について 

◆学校教育課参事より説明 

〇とうべつ学園視察受け入れの延期について  

〇令和４年度 当別町教職員夏季研修会の報告について  

〇全国学力・学習状況調査結果（速報値）について 

◆社会教育課長より説明 

○伊達記念館特別展示について                  

 ◆子ども未来課長より説明 

  ○子どもプレイハウス、発達支援センターの課外活動中止について  

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和４年９月２８日（水）午後２時

００分から、役場３階中会議室での開催を予定していますので、よろしく

お願いします。 

以上で、全てを終了させていただきます。お疲れ様でした。 

閉会 午後３時０３分 

 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          当別町教育委員会  教   育   長 

 

                    教育長職務代理者 

 


